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資料 ２－１

最終提言のとりまとめ方針（案）

＜主な構成＞

○作成方針
○作成手順

参考資料：第13回委員会資料より



1

＜最終提言の位置づけ＞

・河川整備のあり方について流域委員会としての考え方を記述する。

・個別事業の是非については言及しない（個別事業についての議論は整備計画原案に関する

検討として行う）。

・河川管理者は最終提言を踏まえ、整備計画原案を作成して流域委員会に提出する。

＜内容＞

・淀川水系流域委員会のアウトプットである下記①～③（詳しくはＰ５参照）のうち、①、②を統

合したものを「最終提言」とする。

①河川整備のあり方に関する提言

②住民意見聴取についての提言

③河川整備計画原案についての意見書

・委員会中間とりまとめを元に、部会中間とりまとめを集約し一本化する。

・各項目には流域共通の考え方を記述した上で、特に地域特性に配慮すべき点について記述

が必要な事項は部会での検討も踏まえて配慮の方針等を記述する。

１ 作成方針／最終提言の位置づけ

最終提言
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１ 作成方針／目次構成および内容の検討について

＜目次構成に関する検討イメージ＞
・各部会中間とりまとめを踏まえ、追加すべき項目は追加する
・ＷＧでの検討などを踏まえ、項目の追加、統合を検討する

＜記述内容に関する検討イメージ＞
・部会中間とりまとめ内容をもとに地域特性に配慮すべき事項を追記する。
・一般からの意見をもとに記述内容の追加、修正を検討する。
・河川管理者との意見交換の内容をもとに追加、修正を行う。
・部会からの提案をもとに記述の修正、追加を検討する。
・委員会およびＷＧでの議論をもとに記述内容を検討する。

なお、最終提言の記述内容決定にあたっては、できるだけ全会一致での決定をめざして議論
するが、最終的に議論を尽くした末に意見が分かれた場合の少数意見については、これを付
記する（流域委員会規約第３条５項 委員会の意思決定は出席委員の多数決をもって行うが、
少数意見がある場合にはこれを付する）。
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＜とりまとめの主体＞

とりまとめは最終提言作業部会（仮称）が主体となって行う。

メンバーは、運営会議メンバー＋委員会ＷＧリーダーとする。

＜スケジュール＞

８／２７ 運営会議にて作成方針、目次案を決定

９／１２ 委員会にて作成方針、素案を検討

委員会後、作業部会を開催し作業方針検討

９／２８ 作業部会

１０／１０ 作業部会

１０／２４ 作業部会 注：当初予定の委員会は中止

１１／１３または１６ 委員会と３部会を合同開催し、全委員で最終案について議論

１２／５ 委員会にて最終提言を確定

２ 作成手順

（並行して各部会における検討、
とりまとめ案の全委員への照会
をおこなう）
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淀川流域委員会の最終アウトプットについて

①①河川整備河川整備のあり方にのあり方に
関する提言
流域委員会としての社
会全体に向けた提言。
「中間とりまとめ」を
さらに発展させ、河川
整備の理念、枠組み、
基本的方向等について
述べる。
（社会全体への提言、
他省庁への提言も含
む）

②②住民意見聴取につ住民意見聴取につ
いての提言いての提言
住民意見聴取・反映
方法についての提言

③河川 備計 案河川整備計画原案
つい の意つい の意についての意見書についての意見書

河川管理者が作成す
る「河川整備計画原
案」について、
個別の施策を含めて、
委員会として意見を
表明する。

� 委員会の最終アウトプットは下記①～③の３点と考え、今後の検討を進める。

◎最終アウトプット案

＊上記①～③の記述内容決定にあたっては、できるだけ全会一致での決定をめざして議論する。最終的に議論を尽くした末に意
見が分かれた場合の少数意見については、これを付記する（流域委員会規約第３条５項 委員会の意思決定は出席委員の多数
決をもって行うが、少数意見がある場合にはこれを付する）。

参考：第13回委員会資料より



● 治水、利水（水需要管理
など）、環境（水量・水位の変
動、河川形状、水質など）、
についての流域全体の考え
方
●ダム（新規、既存）の整備
や管理についての方針

●一般意見聴取試行に
関しての方針

●一般意見聴取に関す
る提言のとりまとめ

●委員会中間とりまと
めを柱に深化させ、各
部会中間とりまとめを集
約して最終提言としてと
りまとめ

●部会での検討が必要
な事項を指示

委員会
（流域全体につ
いての検討）

① 最終提言 ② 一般意見提言 ③意見書

（ ● 河川ごとの整備方向）

●河川ごとの具体的な
整備プラン
・堤防
・ダム
・河川利用
・河川形状
・環境整備 など

●一般意見聴取の試行
（ケーススタディ）

●提言に盛り込むべき事
項、記述を委員会へ提案

●最終提言にもりこむ
べき事項、記述、委員
会へ提案

●委員会からの指示を
受けた検討

部 会
（各河川につい
ての検討）

検討体制について（委員会と部会の役割分担）
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参考：第13回委員会資料より




